
これから、政策６－３、エネルギーの地産地消のうち、施策（１）再生可能
エネルギーの導入促進、（３）エネルギー産業の振興について説明します。

お手元に施策調書を御用意して視聴をお願いします。

1



まず１ページを御覧ください。

本施策は、「再生可能エネルギーの導入を加速し、地産エネルギーの導入率
を高めること」、「地域企業の地域資源を活用したエネルギー事業への参入
を拡大すること」を目標に掲げています。

この目標を達成するため、「成果指標」によって施策の効果を測り、
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「活動指標」によって施策の進捗状況を確認していくことで、継続的な施策
の改善を図り、施策展開に反映しています。
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次に２ページをご覧ください。

本施策では、「脱炭素社会の形成に向けた再生可能エネルギーの最大限の導
入拡大」
、「県内企業のエネルギー関連産業への参入促進」という視点から、風水
害・土砂災害からの避難体制の整備に取り組んでいます
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次に３ページをご覧ください。

現状・課題と県の施策について、ご説明します。

まず、現状と対応すべき課題です。
ひとつめは、再生可能エネルギー導入拡大を牽引している太陽光発電は、時
間や季節、天候などにより発電量が変動するため、安定電源として活用する
には課題があること、脱炭素社会の実現には、日本の発電電力量に占める再
生可能エネルギーの比率を、大幅に引き上げなければならないと言われてい
ること、 一方で、大規模な発電事業には、環境問題などが生じている事例が
あること、です。

また、 新型コロナウイルスの影響により、災害時の避難所生活は感染リスク
を高める可能性があることから、災害時でも、できるだけ自宅で生活を送る
ことが可能となるよう、自家電力を確保する必要があります。
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県では、「脱炭素社会の形成に向けた再生可能エネルギーの最大限の導入拡
大」という視点で、
地域資源の特色を活かした発電設備の導入支援や、エネルギーの地産地消を
家庭や事業所から進めていくため、太陽光発電や蓄電池との併用によるエネ
ルギー管理の高度化を推進します。
また、太陽光発電設備の適正導入を図るため、市町ガイドラインを策定する
際に参考となるモデルガイドラインを作成し、環境や地域と調和した設備整
備を推進しています。
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それでは、１、本県の再生可能エネルギー等の導入状況について御説明いた
します。

グラフをご覧ください。

地産エネルギー導入量は年々増加し、令和元年度には、県内の最終エネル
ギー消費量に対する割合は19.8％に達しました。
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次に４ページをご覧ください。

表は、地産エネルギーの内訳と、経年導入量を示しています。
地産エネルギーは、原油換算で、平成24年度の約1.4倍になっています。

なお、「地産エネルギー」、「再生可能エネルギー」、「新エネルギー」と
いった多くの用語があるため、言葉の使い方について、詳細を参考資料の16
ページにお付けしていますので、また御参照ください。
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太陽光発電の導入状況については、静岡県は全国屈指の日照環境に恵まれた
ポテンシャルが高い地域であり、
令和元年度の導入実績は210.7 万kW で、令和３年度の目標（210 万kW）を
２年前倒しで達成することができました。
グラフは太陽光発電の導入状況です。平成24 年度の固定価格買取制度の導入
以降、導入量が大幅に増加し、再生可能エネルギーの拡大を牽引しています。
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次に５ページをご覧ください。

２、日本の発電電力量の構成及びグリーン成長戦略における目標について、
御説明いたします。

平成30 年度の日本の総発電電力量のうち、約17％が再生可能エネルギーによ
る発電でした。

令和２年12月に経済産業省が策定し公表した「2050 年カーボンニュートラル
に伴うグリーン成長戦略」では、再生可能エネルギーについて、2050 年には
発電量の約50～60％を賄うことを一つの参考値として、今後の議論を進めて
いくとしています。

同戦略では、自動車・蓄電池や水素、洋上風力などの14 の重点分野を設定し、
その経済効果を2030年には年90 兆円、2050 年に年190 兆円と見込むなど、
グリーン成長戦略を経済と環境の好循環を作っていく産業政策に位置付けて
います。
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表は重点分野における主な数値目標です。
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国の主な施策ですが、洋上風力発電については、秋田、千葉、長崎県の５地
域で事業化に向けた手続きを進行中です。

水素については、水素を燃料とするＦＣＶ（燃料電池車）や、燃料供給を行
う水素ステーションの購入・整備費助成に加え、海外からの輸入、水素を燃
料とする発電等新たな水素エネルギーの利用拡大策を実施しています。

また、技術開発に関する支援も実施しています。
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次に６ページをご覧ください。

３、災害時の太陽光発電及び蓄電池、次世代自動車の活用について御説明し
ます。

令和元年９月の台風15 号による関東圏の停電の際に、太陽光発電を設置して
いる家庭の約８割が、停電時にも電力利用を継続できたとの国の調査結果が
あります。

蓄電池や次世代自動車の外部給電機能を組み合わせることにより、夜間でも
電力を利用できるケースもありました。

13



４、バーチャルパワープラントのイメージについて御説明します。

図をご覧ください。
バーチャルパワープラントの概念図です。

IoT 技術を活用し、太陽光等の再生可能エネルギーなどの発電量と、家庭や事
業所が利用する電力量などのデータを集約し、蓄電池の遠隔操作等により、
地域内の電力の需要と供給を効率的に調整する仕組みです。

再生可能エネルギーの安定電源としての活用や省エネルギーの促進が図れる
とともに、エネルギーデータの活用により新たなサービス事業の創出なども
期待できます。
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５、太陽光発電をめぐる地域とのトラブル事例について御説明します。

豊かな自然や景観を持つ地域において、人工物である太陽光発電設備が設置
される場合、それらに影響を及ぼす例があります。
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次に、７ページをご覧ください。

現状と対応すべき課題のふたつめです。
小水力やバイオマスなどの地域資源を活用した新エネルギー事業への新規参
入には、調査や関係者との調整など時間と経費がかかり、事業者が参入を躊
躇する障壁となっています。企業による新技術・新製品の開発を促進するた
め、大学や公的試験研究機関と連携をして研究開発を進めることが必要です。

また、水素エネルギーは、使用時に二酸化炭素を発生しないため、脱炭素の
切り札と言われていますが、具体的な活用方法については研究段階であり、
活用に向けた環境整備を進めるとともに、県内事業者のビジネス参入を支援
する必要があります。

このため県では、「県内企業のエネルギー関連産業への参入促進」という視
点で、産学官金の連携による新エネルギー等の研究開発・事業化の促進や、
水素ステーションの計画的な整備による燃料電池自動車の普及等による水素
エネルギーの利活用に向けた取組の促進を行います。

また、水素エネルギーの利活用等について、最新の技術・ビジネスの動向に
関する情報収集やモデル事業の実施による新たなサービス事業の創出に取り
組みます。
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それでは、「１、エネルギー関連産業への参入に必要となる地域企業の取組
例」について御説明いたします。

地域企業がエネルギー関連産業に参入するには、開発、製品化・事業化、生
産・販売の各段階において様々な課題があり、企業が個々で対応するには困
難な場合も多くあります。

17



「２、水素エネルギーに関する研究開発の動向」について御説明いたします。

水素利活用による脱炭素化のためには、製造時や貯蔵・輸送時なども含め、
一貫した取り組みが必要であり、つくる、ためる・はこぶ、つかうの各段階
において技術開発が進められています。
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次に８ぺージをご覧ください。

水素と酸素が化学反応する際に発生する電気を利用して走行する燃料電池自
動車が開発され、いくつかの普通自動車とバスが市販されています。

現在、水素を燃料とするトラックやフォークリフト、船舶、鉄道、航空機等
の研究・実証実験が進められていますが、燃料電池自動車の普及のためには、
燃料充填に対する不安がない、快適な運転環境を確保することが不可欠です。

図は燃料電池の用途・適用車種の拡大に関する開発状況を示しています。
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水素ステーションの整備状況については、令和３年２月末現在、全国で137 
か所が整備され、25 箇所が整備中です。県内では、３か所が整備され、１か
所が現在整備中です。

図は県内の水素ステーション整備状況です。

浜松市、静岡市、御殿場市１基ずつ整備されており、浜松市で現在１基整備
中です。

現状と対応すべき課題については、以上です。
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次に９ページをご覧ください。

ここでは、施策に関する県と市町、民間等との役割分担について説明します。

国は、エネルギー政策基本法に基づき、エネルギーの需給に関する施策を総
合的に策定し、及び実施します。

県は国の施策に準じて、地域の実情に応じた施策を策定し、及び実施します。

市町は、国の施策に準じて、地域の実情に応じた施策を策定し、及び実施し
ます。

事業者は、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定供給、地域及び地
球環境の保全に配慮したエネルギーの利用を促進します。
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次に10ページをご覧ください。

それでは、主な取組について説明します。

本県の豊かな自然資源を活かした、環境負荷が少ない、再生可能エネルギー
の最大限の導入と、地域内での有効活用を図る、エネルギーの地産地消を推
進します。

取組事例について御紹介します。

はじめに、太陽光発電設備を設置する中小企業等が設備を導入するに当たっ
て金融機関から借り入れた融資の利子に対する助成や、住宅用太陽熱利用設
備を設置する県民に対して、設置費用の一部を助成することで、導入を支援
しています。
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また、県内の小水力、バイオマス、温泉エネルギーの利活用を進める事業に
ついて、可能性調査及び設備導入を行った者に対して、経費の一部を助成し
ています。
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併せて、電気自動車や燃料電池自動車は、車載の蓄電池に蓄えた電気や、燃
料電池による発電を活用し、外部に電気を供給することが可能であることの
周知や、地域住民を対象に、避難所となる体育館において外部給電のデモン
ストレーションを行うことで、次世代自動車の災害時における付加価値と、
蓄電池整備の必要性を広報しています。
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次に11ページをご覧ください。

県内へのバーチャルパワープラントの構築と、県内企業の関連ビジネスへの
参入促進を図るため、平成29 年に有識者、市町、事業者等で構成される「ふ
じのくにバーチャルパワープラント構築協議会」を設立し、会員間での実証
事業の情報交換、先進事例の視察やセミナーを開催しました。

表は協議会の内容です。
企業の実証事業の事例紹介・意見交換や、県内の地域新電力の取組紹介を行
いました。
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また、太陽光発電設備の適正導入については、
平成30 年に市町に太陽光発電施設設置にかかるアンケート調査を実施したと
ころ、55％の市町でトラブルの発生又は危惧される事例があり、88％の市町
が何らかの規制や基準が必要と回答がありました。
適正な導入を図るため、県と市町による検討会を立ち上げ、モデルガイドラ
インを作成し、公表、市町によるガイドラインの策定を支援しました。
令和２年12 月末現在で、条例は20 市町、ガイドラインは11 市町、合わせて
27 市町で、いずれかの規定が制定されています。
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次に12ページをご覧ください。

主な取り組みの二つ目について説明します。

新エネルギーや水素エネルギーの普及を図るとともに、エネルギー関連分野
への地域企業の参入を支援し、新たなエネルギービジネスの創出を図ります。

取組事例について御紹介します。

平成30 年７月、協議会を設立、大学や研究機関の研究シーズと企業とのマッ
チングを図り、技術開発や実用化を促進しています。

図はその概念図です。

共同研究や実証実験に取り組みたい企業に対するきっかけ作り、情報交換、
共同研究等による開発促進等を経て事業化・製品化を行い、新ビジネスや新
製品の創出に繋げます。
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また、交流会により発足したワーキンググループにおいて、共同研究に向け
た技術開発の内容を検討し、事業費への助成を行うことで、企業の技術開発
を促進します。

併せて、創エネ・蓄エネ分野への参入から技術開発、マッチング、販路開拓
など、協議会会員の個別の課題をサポートする体制を構築します。

図は新ビジネス、新製品の創出のスキームです。
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次に、13ページをご覧ください。

水素エネルギーの利活用に向けた機運を高めるため、県民を対象とした水素
関連のイベント開催を通じて広報しています。

表はこれまでの取り組みですが、令和２年度には、小学５年生の社会科で活
用できる、水素エネルギーを解説する動画教材を作成し、県ホームページで
公開するという活動を実施しました。
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また、水素ステーションの整備促進のため、国が行う補助金の交付決定を受
けた水素ステーション整備事業に対し、その整備に要する経費の一部を補助
しています。
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併せて、県内企業の水素エネルギー関連ビジネスへの参入を支援するため、
勉強会やセミナー、マッチング相談会を開催するなど、ビジネス参入に対す
る支援をおこないました。

表はこれまでの取り組みですが、令和２年度には、県内企業等を対象に、水
素関連ビジネスへの参入意欲をアンケート調査の実施や、参入意欲のある企
業等を対象としたweb講演会を開催しました。

取組ついては以上になります。
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次に、14ページをご覧ください。

最後に、主要事業についてです。
これらの事業により、施策を進めています。

施策調書についての説明は以上になります。
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御視聴ありがとうございました。

施策レビューでは、参加いただく皆様に、御担当いただく施策に関して連想
するキーワード等を事前にお伺いしています。

キーワードを３つ、「意見提出シート」に記載いただき、返信用封筒で御返
送くださるようお願いいたします。

説明は以上になります。御視聴ありがとうございました。
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